
四日市市告示第１６７号 

四日市市独立開業資金融資制度要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成２８年３月３１日 

                    四日市市長  田 中 俊 行 

 

四日市市独立開業資金融資制度要綱の一部を改正する要綱 

四日市市独立開業資金融資制度要綱（平成６年四日市市告示第６２号）の一部を次

のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（融資の条件）  

第 7 条  融資の条件は、次のとおりとす

る。  

（１）        （略）  

（２）貸付利率  年率１．３%（固定）  

（３）から（６）まで （略）  

 

（融資の条件）  

第 7 条  融資の条件は、次のとおりとす

る。  

（１）        （略）  

（２）貸付利率  年率１．５%（固定）  

（３）から（６）まで （略）  

 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

（商工農水部商業勤労課） 


